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【１】学校の地理的データ

（１）敷地の標高 ６７．２ｍ

（２）河川からの距離 七瀬川から約８００ｍ

【２】職員緊急参集 計画（参集場所：学校）

（１）震度６弱以上の地震が発生した場合

管理職

教職員
（要員）

教職員

（２）南海トラフ地震注意報またはその他地震予知情報（警戒宣言）が発表された場合

管理職

教職員
（要員）

教職員

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

主 幹 教 諭

指 導 教 諭

※参集の対象となる教職員（要員）は、校長が定める。（別表１）

主 幹 教 諭

連絡の取れる体制

直ちに参集（職員室） 連絡の取れる体制 連絡の取れる体制

直ちに参集（校長室） 直ちに帰校 直ちに出勤・参集

直ちに参集（校長室） 直ちに帰校 学校長の指示に従う

生 徒 指 導 主 任

1 年 次 部 学 年 主 任

１　基本情報

2 年 次 部 学 年 主 任

3 年 次 部 学 年 主 任

防災対策委員会

別表１

勤務時間内（校内） 勤務時間内（出張中）

事 務 長

教 務 主 任

進 路 指 導 主 任

直ちに参集（校長室） 直ちに帰校

直ちに参集（校長室） 直ちに帰校

勤務時間内（校内） 勤務時間内（出張中）

勤務時間外

防災対策委員会メンバー　※参集の対象になる教職員（要員）　

職　名

校 長

教 頭

直ちに出勤・参集

できる限り早期に出勤・参集

勤務時間外

※参集の対象となる教職員（要員）は、校長が定める。（別表１）

直ちに参集（職員室） 連絡の取れる体制
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（３）風水害・津波・火山噴火等の場合：学校長の指示に従う

　 〔留意事項〕

【３】非常体制時に行う業務

①生徒の安全確保 ②災害に係わる情報収集

③人的被害や物的被害の確認 ④県教委等への被害報告

⑤被害に対する対応 ⑥授業再開に向けた対応

⑦避難所が開設された場合の対応

【４】非常体制や規模縮小や解除

【５】備蓄物

※県教委等への連絡先担当

校　長 →高校教育課 　　　　　　　　　０９７－５０６－５６００　

教　頭 →大分南警察署　　　　　　　　０９７－５４２－２１３１

事務長→大分市消防局　南消防署　０９７－５８６－１２３０

　

備  蓄 物…・飲料水500ml×2064本　・防寒アルミブランケット×212個　・簡易トイレ×427個
　　　　　　　　・ウェットティッシュ211個　・ロングライフカロリーメイト960個　・生理用品28個
備蓄場所…特別教室棟東階段１階倉庫

・参集にあたっては、自分自身及び家族の安全の確保、交通機関の状況、道路の冠水・損
壊・橋梁の流失・損壊などに注意する。

・参集にあたっては、飲料水・食料・懐中電灯・携帯ラジオ・着替え・雨具・季節に応じた防寒具
等を携帯する。

震度５強以上の地震が発生した場合において、地震の規模や被害の状況等を踏まえた上で、学
校の人的・物的被害がないことが確認され、災害対応の必要がない場合や、被害はあったものの
必要な対応が完了した場合は、災害対応の非常体制の規模縮小や解除をする。
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令和８年度大規模災害発生時の職員・生徒の安否確認と参集について 

大分県立大分雄城台高等学校 

令和６年４月１１日改訂 

 

●安否確認等が必要となる災害  

 【安否確認事案】安否状況報告の必要あり   

＊県内に震度５強以上の地震が発生した場合 

＊県内に大津波警報が発表された場合 

＊その他職員の安否を確認する必要がある場合 

  原則として震度４以上の地震が発生した場合、県から安否確認メール発信 

         ￬ 

 【安否確認事案】に該当しなくても、県からの安否メールに回答してもよい 

 

●参集基準 

  所在する市町村内に次の災害等が発生した場合、管理職員と情報収集等に必要な職員（以下

「管理職員等」という。）は、次により参集又は待機する。 

〈 地震 〉 〈 津波 〉 〈 参集内容 〉 

震度５弱 警報  管理職員等は連絡の取れる体制へ 

震度６弱以上 大津波警報  管理職員等は直ちに参集（休日、夜間を問わない） 

 ※「情報収集等に必要な職員」とは、発災直後の生徒・職員の安否確認や施設等の被害状況の

確認を行うため、あらかじめ校長が指定する者をいう。（指定する人数は、学校の規模や職

員の居住地等を踏まえて学校毎に定める。） 

 

●管理職員等 校長 教頭 事務長 主幹教諭２名 指導教諭 教務主任  

進路指導主任 生徒指導主任 １学年主任 ２学年主任 ３学年主任（計１２名） 

●参集場所  大分県立大分雄城台高等学校 

 

●業務   

担 当 業 務 内 容 

教 頭・主幹教諭 ① 生徒と教職員の安否確認と報告 ② 県への第１報 ③対応策検討 

事務長 施設・設備の被災状況等の確認と報告 

その他職員 安否確認が取れない生徒・職員への連絡確認 

 

●安否確認手順 

職員 安否確認システムに安否情報を返信 

生徒 ＯＧＩ高メールで安否情報を返信 

 

●報告（管理職）→高校教育課 

・おおむね 45 分以内にて庁内連絡・OEN メール（FAX 可） 

・大災害の場合は、bousai-ed-oita@oen.ed.jp にメール 

   ・確認できた都度、OEN メールにて（被災状況については図面や写真添付） 
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 ● 全職員（安否確認） 

震度４以上の地震 

大津波警報が発表 

その他安否確認が必要な場合 

 

安否確認メールへの報告 

 

● 管理職と情報収集等に必要な職員(参集) 

震度５弱以上の地震 

津波警報 

  

連絡の取れる体制 

 

震度６弱以上の地震 

大津波警報が発表 

その他安否確認が必要な場合 

 

直ちに参集（休日、夜間を問わない） 
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　（揺れがおさまる）

・震
度５

　　　第１次避難
　　【第２グランドへ】

①一斉メールを配信（教頭）

②受信のない保護者に電話連絡

校　長 →高校教育課 　　　　　　　　　０９７－５０６－５６００　

教　頭 →大分南警察署　　　　　　　　０９７－５４２－２１３１

事務長→大分市消防局　南消防署　０９７－５８６－１２３０

　

＜終息後＞
・被災状況確認
・二次避難場所指示

・生徒誘導
　　　（生徒指導主任）
・職員指示
　　　（防災教育コー
ディネーター）

＜報告・連絡＞
・県教委（校長）
・保護者ﾒｰﾙ（教頭）
・119番（事務長）

４　地震発生時の緊急対応

地震発生等
管理職 教員 生徒

　４－①　《　地震　在校時の対応マニュアル　》

・的確な指示
・安心させる声かけ
・火を消し、ガスの元栓
を閉めるなど

・机の下にもぐる
・頭部を保護し、姿勢を
低く
・危険性なものから離
れる

【

そ
の
場
で
】

保護者へ連絡

（本部）職員室
　・安否確認
　・被災状況把握
　・待機か避難を判断

＜避難時＞
・校内放送
※停電時ハンドマイク
・避難誘導指示
・本部を玄関前に移動

・避難経路、避難場所
の安全確認
・的確な誘導指示

・人員点呼、安否確認
・状況確認

・引き渡しカードにより
引き渡す
・連絡がつかない生徒
はそのまま待機させる

・保護者とともに帰宅
する
※保護者と連絡がつ
かない場合は学校で
待機継続

・通学路の安全確認
・公共交通機関の運行
状況確認
　ＪＲ　５３２－１９５８
　ﾊﾞｽ　５２５－９８８０

・負傷者の確認と応急
手当
・医療機関への連絡
・生徒の不安緩和

・第２グランドへ避難
（頭部を保護しながら）
（サンダルのベルトを
　かかとに掛けて）

・負傷者がいる場合は
助け合う

・施設の被害状況調査
・安全確認、危険箇所
の立入禁止措置

・本人の携帯電話から
保護者に連絡する
※つながらない場合
伝言ダイヤルを活用

安全確保

避難誘導

安全確認

学校災害対策本部設置 （構成員：防災対策委員会メンバー）

災害状況把

保護者へ引き渡し

学校再開への準備と避難所運営への準備 ※避難所になった場合
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・震
度５

①一斉メールを配信（教頭）

②受信のない保護者に電話連絡

校　長 →高校教育課 　　　　　　　　　０９７－５０６－５６００　

教　頭 →大分南警察署　　　　　　　　０９７－５４２－２１３１

事務長→大分市消防局　南消防署　０９７－５８６－１２３０

　

・ブロック塀や自動販
売機から離れ頭部を保
護し安全な場所に身を
伏せる
・交通機関を利用して
いる場合は、乗務員等
の指示に従う

　４－②　《　地震　登下校時の対応マニュアル　》

・引き渡しカードにより
引き渡す
・連絡がつかない生徒
はそのまま待機させる

・保護者とともに帰宅
する
※保護者と連絡がつ
かない場合は学校で
待機継続

・県教委への連絡
・外部との対応
・避難所設置への対
応

地震等発生
管理職 教員 生徒

保護者へ連絡

【　身体保護　】

安
全
な
方
へ

避
難
す
る

・帰宅した場合は、でき
るだけ速く学校へ連絡
する

・生徒の安否所在確認
と保護

・近くの公園や空き地
等安全な場所へ避難
する

・校内を確認
・通学路を確認
・避難場所の確認

・施設の被害状況調査
・安全確認、危険箇所
の立入禁止措置

・本人の携帯電話から
保護者に連絡する
※つながらない場合
伝言ダイヤルを活用

・グランド等の安全な
場所へ避難

・通学路とその周辺の被
害情報
・公共交通機関の状況把
握
　ＪＲ　５３２－１９５８
　ﾊﾞｽ　５２５－９８８０

安全確保

安全確認

安全確認

学校災害対策本部設置 （構成員：防災対策委員会メンバー）

保護者へ引き渡し

学校再開への準備と避難所運営への準備 ※避難所になった場合

被害状況確認 学

校
自

宅
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・震度５
の地震

校　長 →高校教育課 　　　　　　　　　０９７－５０６－５６００　
教　頭 →大分南警察署　　　　　　　　０９７－５４２－２１３１
事務長→大分市消防局　南消防署　０９７－５８６－１２３０

４－③　《　地震　校外活動時の対応マニュアル　》

・学校へ連絡、状況を報告し指示
を受ける

・学校から保護者へ連絡
・公共交通機関へ援護を要請
・県外での活動中に、県内で大
規模な地震災害が発生した場合
は、学校と連絡をとり指示を受け
て対応する

地震等発生
管理職・教職員

・生徒の安全確認及び負傷者の
応急手当
・テレビ、ラジオ、電話等で被害
状況の確認
・公共交通機関への連絡、救助
要請

生徒

・安全な場所に身を伏せる
・教職員の指示に従う

・地形や状況を判断して、安全確
保の指示
・交通機関を使用している時は、
乗務員等の指示に従う

・教職員とはぐれた場合は、動き
回らずに安全を確保する

・揺れが収まるのを待って、安全
な場所に避難させる

・本人の携帯電話から保護者と
学校に連絡する
※つながらない場合
伝言ダイヤルを活用

安全確保

最寄りの安全

な場所へ避難

対応決定

学校へ連絡
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１号配備

３号配備

参集した教職員により役割分担を行い行動開始

校　長 →高校教育課 　　　　　　　　　０９７－５０６－５６００　
教　頭 →大分南警察署　　　　　　　　０９７－５４２－２１３１
事務長→大分市消防局　南消防署　０９７－５８６－１２３０

生
徒
及
び
家
庭
の
安
否
確
認

・地震規模、余震情報、二次災害の情報
収集
・安全確認、危険箇所の立入禁止措置
・近隣の危険箇所の情報収集
・県教委等、関係機関に被害情報を報告
・外部との対応

・震度５弱の地震又は津波が
発生し、中規模の被害が生じ
た場合
・震度5強以上の地震の場合

学
校
の
被
害
状
況
の
把
握

教
職
員
の
安
否
確
認

・職員を配備し、災害応急対策に
万全を期してあたる

　４－④　《　地震　勤務時間外の対応マニュアル　》

生徒

２号配備

・安否確認メールがきたら、で
きるだけ早く学校に連絡する

・震度４以下の地震又は津波
が発生し、小規模の被害が生
じた場合

・震度４以下の地震又は津波
が発生し、中規模の被害が生
じた場合
・震度５弱の地震の場合

管理職・教職員

・学校災害対策本部　（構成員：防
災対策委員会メンバー）は、情報
の収集・伝達等にあたる

・学校災害対策本部　（構成員：防
災対策委員会メンバー）は、人員
（概ね５割）を配備し、災害応急対
策にあたる

地震等発生
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・震
度５

〇緊急地震速報が放送された時の対応（在校中）

〇緊急地震速報が放送された時における主な対応フロー（在校中）

授業中の対応 休憩時の対応

※近くに教職員がいない場合でも、上記に準じて安全確保、避難等の行動がとれるよう、日頃から生徒
に指導しておく。

〇放送が流れたら直ちに、地震発生時と同様に、その
場に応じた適切な行動を取るように指示する。

〇近くにいる生徒に身を守るよう指示し、
パニックを防ぐため、落ち着くように呼び
かける。

〇落下、転倒の危険のあるものや、窓ガラスなどからで
きるだけ離れ、机の下に潜り、机の脚をしっかり持つよう
に指示する。

〇身を隠すところがない場合は、手近にあるカバン、
本、などで頭を覆い、しゃがんで身を守るよう指示する。

〇パニックを防ぐため、落ち着くように呼びかける。

〇時間的に余裕がある場合、脱出口を確保したり、火を
消したりするように指示する。

〇揺れが早く来る可能性があるので、余裕を持って行動
を完了するよう指示する。

安
全
確
保

速報放送

その場に応じて、身を守るよう指示すると

ともに、自身も身を守る行動をとる。

管理職 教職員 生徒

安全確保
身を守る行動

をとる。

地 震 発 生

以降は、地震発生時における主な対応フローに準ずる。
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校　長 →高校教育課 　　０９７－５０６－５６００　

教　頭 →大分南署　　　　０９７－５４２－２１３１

事務長→大分南消防署　０９７－５８６－１２３０

　　　　　　三愛病院　　　　０９７－５４１－１３１１　

第２グランドへ避難指示

管理職・教職員 生徒

　５　《　津波発生時の対処マニュアル　》

地震発生

机の下のもぐる
（身の安全の確保）

第２グランドへ避難

一次避難

身の安全の指示

【報告】

・校長は生徒の状況を教育委員会に報告する
・学校の被害報告
　管理職は、（状況によっては各課長と協力の上で）学校の
被害状況を速やかに報告する
・校長は速やかに被害状況を教育委員会に報告する

二次避難

安全な場所へ避難

校舎の安全確認

各クラス点呼報告
（学年主任へ）

落下・倒壊の危険がない
場所へ避難指示

（クラス毎）

【安全確認・下校指導等】

・生徒の人数・安否確認
・交通機関等の把握　ＪＲ　５３２－１９５８
　　　　　　　　　　　　　　ﾊﾞｽ　５２５－９８８０
・保護者との連絡（生徒自身の携帯電話、一斉メール、
　担任による電話等）
・安全確認後の下校
　（保護者に引き渡し、帰宅困難な生徒の対応）

安全確保・確認

安全な場所へ避難

大津波警報・津波警報

発表

関係機関へ報告

安全確認・下校

13



　（１）気象情報収集

　（２）登下校・休校等の判断・対応

　（※通学範囲が広域の為、地域の状況により早下校する範囲を決定）

　（※生徒下校前に運休した場合は、学校待機・保護者引き渡し）

(対応） ・雄城高メール配信（未登録者には直接電話連絡）

・学校ホームページ掲載

・通学路の安全確認（雄城坂、裏坂、明磧橋、田尻橋）

・生徒から保護者へ連絡（携帯電話等）→担任確認

・帰宅確認　Classi 等

　（※できるだけ前日の１５時までに判断）

(対応） ・生徒下校前に判断した場合は、保護者宛て文書配布

・雄城高メール配信（未登録者には直接電話連絡）

・学校ホームページ掲載

NEXCO西日本九州支社

大分県

大分気象台　観測予報

大分県雨量・水位観測情報

リアルタイム川の防災情報

大分県カメラ情報～河川～

防災情報提供センター

JR大分駅

大分バス

　６　《　台風・水害・土砂災害の対処マニュアル　》

気象庁防災情報

大分県安全・安全のページ

気象
河川
土砂

教育

532-2247/536-4749

092-260-6111

http://www.pref.oita.jp/

http://www.jma-net.go.jp/oita/

http://river.pref.oita.jp/

http://www.river.go.jp/

http://www.lab.bungo.ne.jp/

早下校

○大雨警報の継続（大分地方気象台に確認）が予測される場合

○浸水・洪水・土砂崩れ・暴風・大雪等通学が困難と判断される場合

臨時休校

防災情報

交通

http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/

http://www.jma.go.jp/jma/menu/flash.html

http://www.pref.oita.jp/site/bosaianzen/

○市町村が、警戒レベル３（避難準備・高齢者等避難開始）を発令した場合

○公共交通機関が計画運休する場合

JR日豊本線、久大線、豊肥線の運行状況

路線バスの運行状況

高速道路情報

532-1958

525-9880
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雷の活動が止む

　７　《　落雷発生時の対処マニュアル　》

教職員の指示に従
い、速やかに屋内に

避難

【登下校時】
・雷の活動は短時間
で治まることが多い
ので無理せず、屋内
へ避難をする。
・自転車に乗ってい
たら、すぐに降りて
安全な場所に避難
する。

・雷鳴が止んでから２０分程度は落雷の危険があ
ることから安全な場所で待機する。
・一つの落雷が去っても、次の雷雲が近づく場合
もあるので、新しい雷雲の接近に常に注意する。
・その後は、気象情報等で安全を確認の上、活動
を再開するかどうか判断する。（管理職）

管理職・教職員 生徒

速やかに屋内に避
難指示

（雷鳴が遠くても雷
雲はすぐ近づいてく
る。雨が降ってなくて
も落雷はある）

グランド・校庭等で
の活動、近くに高い
建物等がない場所
での活動の場合は
特に注意し、速やか
に活動を中止し、屋
内に避難させる。

【避難場所に関する留意点】
・建物の中、自動車、バス、列車の中等へ素早い
避難をする。
・軒先や外壁は雷の通り道になることがあるので
注意する。
・雷は高い場所に落ちやすい。立ち木に落ちるこ
とがあるので、立ち木から離れたところに避難す
る。
・近くに避難する場所がない場合は、しゃがみこむ
などできるだけ姿勢を低くする。

安全確保

最寄りの安全

落雷

注意報

気象現象

・積乱雲の発生

・急な突風・強い雨

・ひょう
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初期対応

管理職・教職員 生徒

職員集合または緊急放送をする

８　《　竜巻発生時の対処マニュアル　》

・屋外にいる場合、空の様子に注
意し、早めに校舎内へ避難させる。
・屋内にいる場合も、空の様子に注
意し、より頑丈な建物に避難させ
る。
・教室の窓、カーテンを閉め、窓か
らできるだけ離れさせ身の回りの物
で頭と首を守らせる。

・教職員の指示に従い、早
期の避難、屋内にいる場合
は、適切な安全確保をおこ
なう。
※窓に近づかない

・気象情報を随時確認し、生徒の安
全確保に努める。
・転倒や移動の恐れのあるものを
固定する。
・風圧によるドアの開閉やまどがら
すの飛散によるけがの防止等を測
る

校　内

校　外

・自分自身で空の様子に注
意し、近くの頑丈な建物の
中に早めに避難する。
・飛来物に注意する。

登下校時

・空の様子に注意し、近くの建物
に、早めに避難させる。
・物置やプレハブ（仮設建築物には
避難させない。

・教職員の指示に従い、屋
内に早めに避難する。
※窓に近づかない

・緊急連絡を用いて、できる限り家
庭での待機を呼びかける。
・下校時においては、原則学校待
機とする。

安全確保

最寄りの安全

な場所へ避難

竜巻注意報発表

気象現象に注意する
・積乱雲の発生

・急な突風・強い雨

・ひょう
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・ホームページに掲載
・生徒の携帯電話で連絡

・雄城高メールでの連絡

　９　《　生徒引き渡しマニュアル　》

・連絡の継続

・情報提供

・引き取りに学校へ

・施設被害状況調査
・安全確認、危険箇所
の立入禁止措置

・定めた連絡方法で時
間、場所等を知らせる
・保護者不在の生徒へ
の配慮

・引き渡し確認証によ
り引き渡す
・連絡がつかない生徒
はそのまま待機させる

・担任から電話連絡

・通学路とその周辺の被害
情報
・公共交通機関の状況把握
　ＪＲ　５３２－１９５８
　ﾊﾞｽ　５２５－９８８０

管理職

学校災害対策本部設置 （構成員：防災対策委員会メンバー）

留意点

・引き渡した教職員、引き取った保護者が共に確認証に確認の署名を行う。

・保護者の迎えが遅くなっている生徒の精神的ケアに努める

被害状況把握

教職員 保護者

通学路の状況把

保護者への連絡

引き渡し

保護の継続

（連絡がつかない場合）

下校の判断

・帰宅ｏｒ保護

（引き渡し）
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大規模災害等発生時の生徒引き渡し保護者用マニュアル 

 

大分県立大分雄城台高等学校 

１ 保護者に引き渡しを実施するケース 

 

   〇大規模な自然災害（風水害や地震・津波等が発生し大きな被害が出たとき） 

  〇不振者が学校に侵入し、実被害が出たとき 

  〇近隣地域で凶悪事件が発生し、犯人が逃走中で生徒に被害が及ぶ恐れがあるとき 

 

 

 

２ 保護者引き渡しについての連絡手段 

 

（１）通信手段（携帯メール・電話）が使えるとき 

   保護者引き渡しを実施する場合は、引き渡し場所や時間について、原則として、 

   学校から、保護者あてにＯＧＩ高メール及び学校ホームページで保護者に連絡し、 

   生徒自身の携帯電話からも各家庭に連絡します。 

 

（２）いっさいの通信手段が途絶し、連絡できないとき 

   →  学校ホームページに生徒の安否状況や連絡事項を掲載します。 

    学校に生徒等を待機させ、保護者の来校を待って生徒を引き渡します。 

       生徒引き渡しを実施するケースを踏まえて、保護者の判断で来校するようお願 

いします。雄城坂での渋滞が予想されますので、職員の指示に従ってください。 

        なお、日頃から各家庭で、伝言ダイヤルの活用方法をご確認ください。 

 

３ 引き渡し場所 

 

（１）大規模な自然災害（風水害、地震・津波等）が発生し、大きな被害が出たとき 

      原則として、学校の体育館を引き渡し場所とします。 

      また、本校建物の被害状況によって、他の場所を引き渡しとして設定した場合は 

連絡します。 

 

（２）不審者が学校に侵入し、被害が出たとき、及び近隣地域で凶悪事件等が発生し、 

犯人が逃走中で、生徒等に危害が及ぶ恐れがあるとき原則として、学校を引き渡 

し場所とします。生徒等の心理的動揺等により学校での引き渡しが望ましくない 

と判断した場合は、引き渡し場所を別に設定し連絡します。 

 

 

４ 緊急時「生徒引き渡し確認証」への記録  ※（別紙）参照 

   円滑かつ安全・確実に生徒を保護者（またはそれに代わる者）に引き渡す際に、 

「生徒引き渡し確認証」に記録します。御記入の御協力をお願いします。 
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□　

引き渡し日時 　　月　　　　日　　　　時　　　　分
引き渡し
教職員名

避難場所 避難所に避難　　　【名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

自宅に避難

いずれかに
チェック

□　

避難所連絡先　電話番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

引き取り者名 生徒との関係 父　・　母　・　その他（　　　　　　　）

勤務先など自宅以外の場合は下に記入

勤務先
保護者

緊急連絡先

勤務先電話

生徒引き渡し確認証

記入日 令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日　

生徒氏名

自宅住所

男　・　女

別紙

年　　　　　組　　　　　番 いずれかに〇

兄弟、姉妹
本校在籍者

保護者名

電話番号
自宅電話番号

いれば右に
記入

年　　　　組　　　　番

名前

携帯番号

生徒との関係

名前

父　・　母　・　その他（　　　　　　　）

年　　　　組　　　　番
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１０ 災害時における緊急・応急的な学校施設の開放について 
 

大分県立大分雄城台高等学校 
１ 避難所としての学校の対応 

   学校は本来教育施設であり、災害時における学校の果たす役割は、生徒の安全を確 

保にある｡しかし、大規模災害が発生した場合には、本来避難所として指定されていな 

い本校であっても、災害の規模や被害の状況、地域の実情等により緊急の避難所とな 

ることが予想される｡このため、避難所となった場合を想定して、災害時における対応 

を考えておく必要がある。※本校は、指定避難所代替施設です。（指定避難所が、避 

難者を受け入れられない状態になった場合に開設を依頼する施設です。） 

 
２ 避難施設の開放について 

 （１）開放する範囲、順序等（収容人数＝床面積÷３㎡×0.7） 

    避難施設の開放は、災害の規模・状況等を踏まえ、校⾧が判断する 

 （優先順位） ①雄心館（セミナーハウス）【１８０㎡】 収容人数４２人 

        ②柔剣道場【３５０㎡】 収容人数８１人 

             ③体育館【１，２００㎡】 収容人数２８０人 

               （①＋②＝１２３人、①＋②＋③＝４０３人） 

    （開設準備）・施設の安全確認を可能な職員で行う（避難所利用の適否の判断） 

           ・休日夜間における避難所の解錠は、緊急参集した職員で行う 

（緊急参集がない場合は対応しない） 

               ・受付や各種スペースの設営 

               ・関係機関への連絡・報告 

         高校教育課           ５０６－５６０１  

         大分市防災危機管理課 ５３３－５６６４ 

 （２）避難所運営 

    初動は学校職員で行い、行政機関や災害ボランティア及び自治会等の自主運営 

   組織に引き継ぐ 

    ・避難者の把握・誘導 

    ・緊急に救護が必要な避難者の有無を確認し、対応が困難な場合は校⾧の判断で 

     救急車等を呼び救急施設に搬送する（幼児・高齢者等） 

    ・備蓄品や救援物資の管理と仕分け、配付等 

・ゴミ処理や清掃 

 （３）学校再開等における避難所縮小 

    ・避難者の集約や移動は、優先順位の③→①の順に行う 

 
３ 新型コロナウィルス等感染予防下における施設開放について 

 （１）開放する範囲、収容人数（収容人数＝床面積÷４㎡×0.7） 

    ①雄心館（セミナーハウス）【１８０㎡】 収容人数３１人 

        ②柔剣道場【３５０㎡】 収容人数６１人 

 ③体育館【１，２００㎡】 収容人数２１０人 

      （①＋②＝９２人、①＋②＋③＝３０２人） 
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*鉄筋コンクリート

柱・梁＝鉄筋が見える、深い亀裂

壁＝大きく深い亀裂、X字形の亀裂

*鉄筋造り

　 柱・梁＝折れる、ねじ曲がる、接合部が壊れる、膨らむ

壁＝大きく深い亀裂、X字形の亀裂

*木造

　 柱・梁＝傾く接合部が外れる

建物の危険判定は、専門家に任せなければならないが、壁の亀裂や天井からの落下物による建物への
立入禁止の判断や指示は、原則として学校長が行う。
施設・設備の普段の状況を把握しておき、震災時にどこにどのような損傷が新たに発生したかをすみやか
に発見できるようにしておくことが大切である。
構造上の問題としては、柱・梁・壁の損壊である。

・学校施設・設備の安全確認を行うと同時に整理を行う。

・特別教室棟などの危険物の確認と応急処置を行う。

・危険箇所の確認と立入禁止区域の設定を行う。

・ライフライン（電気・水等）が使用できるか点検し、必要な処置を行う。

・ガス会社の点検があるまで、ガスの元栓を閉めておく。

１１　学校再開について

安
全
確
保

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
点
検

復
旧
対
策

危険箇所の判断は誰がどのように行うか

・給水タンクの残り水は、断水の際の貴重な飲料水となるので、給水栓を閉じる。

・プールの水は多くの活用例があり、生活用水としての使用方法も検討する。

・校舎が使用可能かどうかの決定は、専門家の調査結果を待つ。

・施設・設備や備品等の被害状況を記録写真として残しておく。

・教育委員会、災害対策本部と連絡をとり、災害の概要やその他の情報収集に努める。

〇学校施設設備の点検
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①不審者侵入時の対策

立入の正当な理由なし

退去しない

いる

・救急車への同乗（保健・教育相
談課長・養護教諭等）

応急手当などをする
※事後の対応
・情報の整理
・生徒・保護者への状況説明・ケ
ア
・教育活動再開準備等

・速やかに１１９番通報
・救急隊の到着まで応急手当
・被害者等への心のケア着手
・保護者への連絡・帰宅の確認

・事後の対応を確認（保護会等の
開催、報道との対応：教頭）

隔離・通報する ・状況に応じて、チェック３を平行
して実施
・緊急放送をかける（生徒を安全
な場所に避難させる：グランド・体
育館）

組織的
対応１

・全教職員へ緊急連絡
・暴力行為抑止と退去の説得
・１１０番通報（教職員）
・別室に案内し隔離
・教育委員会へ緊急通報・支援要請（校長・教頭）

生徒の安全を守る
・状況に応じて、チェック３、
対応４を平行して実施

組織的
対応２

・防御（暴力の抑止と被害拡大の防止）
・移動阻止
・全校への周知と生徒の掌握・避難
・教職員の役割分担と連携
・警察による保護・逮捕

・不審な道具は持っていないか
・常軌を逸した言動はないか
・薬物や泥酔ではないか
・管理職に緊急連絡

　１２　《　不審者対応マニュアル　》

学校関係者以外の学校への立ち入り

※複数の職員で対応する（2人以上）

・あいさつする（不自然なふるまいがないか）
・声を掛けて、用件を尋ねる
・案内する（受付での確認、名札の着用）

・学校から出て行ってください
・皆さん、この人から離れてください

不審者かどうかチェック１

退去を求める対応１

危害を加える

恐れはないかチェック２

対応２

対応３

負傷者がいる

かどうか
チェック３

対応４

管理職に連絡

職員集合
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②不審者侵入の防止のための日常管理

１　学校の敷地内への不審者の侵入防止
（１）校門及び校舎入口の管理

・生徒は正門または通用門より登下校する。
・自転車置き場に「関係者以外立入禁止」と表示し、カメラを設置している。
・生徒指導部により、定期的に登校指導を実施している。
・怪我等の理由で自家用車による送迎を申請した生徒には、
　許可証を発行し、敷地内での乗降を許可している。
・校門から校舎への間は見通しがよく、来校者が敷地内に入った際、事務室や職員室から
目視できる。死角を作らないよう、樹木を剪定している。

（２）来校者の管理
・来校者に向けて「本校に御用の方は、事務室にお声掛けください。」と表示している。
・来校者には事務室の職員が対応し、用件を確認して校舎内への立ち入りを許可している。
・教職員は、来校者とすれ違った際には積極的に挨拶・声掛けをするよう心掛ける。

２．学校の敷地内での不審者の発見・排除
※前ページ「①不審者侵入時の対策」参照

３．校舎内への不審者の侵入防止
・正面玄関と生徒昇降口に防犯カメラを設置し、事務室内のモニターで監視している。
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１３　《熱中症の対応マニュアル》

救急車が到着す
るまでの間に応
急処置を始め
る。意識がない
のに無理に水を
飲ませない。

氷のう等で、首、
わきの下、大腿
の付け根を集中
的に冷やす。

本人が倒れたときの状況を
知っている人が付き添って、
発症時の状況を伝える。

　　《経過観察》
体温を計測し、症
状の程度や経過
を把握する。

チェック１

熱中症を疑う症状がありますか？
（めまい、失神、筋肉痛、筋肉の硬直、大量

の発汗、頭痛、不快感、吐き気、倦怠感、け

いれん、手足の運動障害、高体温、血尿等）

YES

チェック２

意識がありますか？

NO
「１１９番通報 」救急車を呼ぶ

涼しい場所へ避難し、服をゆ

るめ、脱がせ体を冷やす

YES

チェック３

水分を自分で摂取できます

YES

水分・塩分を補給する

チェック４

症状がよくなりましたか？

YES

そのまま安静にして十分に休養

をとり、回復したら帰宅しましょう

涼しい場所に避難し、服をゆ

るめ体を冷やす❕

医療機関へ

NO

NO
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◆熱中症の予防措置

・熱中症の可能性が考えられる教育活動においては、１時間間隔を目安にＷＢＧＴを測定する。

・屋外や体育館での長時間の活動においては、随時ＷＢＧＴを計測し安全を確認する。

・「熱中症予防情報サイト」（環境省）を活用して、ＷＢＧＴの実況値・予測値を確認する。

　　　環境省『熱中症予防情報サイト』https://www.wbgt.env.go.jp/

  ・下表に基づいて日常生活や運動の実施可否等に関する判断を下す。

部活動・体育等の

運動は原則中止

部活動・体育等の

運動を行う場合は、

指導者の管理と

十分な対策のもと

で実施すること。

部活動・体育等の

運動を行う場合は、

十分に注意しなが

ら実施すること。

部活動・体育等の

運動を行う場合は、

注意しながら実施

すること。

通常の活動が可

能。ただし水分・

塩分の補給に留

意して行なうこと。

25



入学時及び日常的な取組
（１）入学時健康調査
・アレルギーの有無や原因
・エピペン処方の有無（主治医との連絡確認、エピペンの所持状況、エピペンの処方量）
・アナフィラキシーショックの有無
（２）該当生徒の把握と全職員への周知
（３）食物アレルギー等への職員への研修
（４）緊急時対応研修

１４　《アナフィラキシーショックー対応マニュアル》

　 アナフィラキシーショックとは、主にアレルゲンを食べる（飲む）、吸い込むことにより、極めて短い時間
のうちに全身の複数の臓器（皮膚、粘膜、呼吸器、消化器、循環器など）にアレルギー症状が出る反応
のこと。このアナフィラキシーショックによって、血圧の低下や意識障害などを引き起こし、場合によって
は生命を脅かす危険な状態になることがる。この生命に危険な状態をアナフィラキシーショックという。

・保健教育相談部は、新入生に対して「保健調査票」にてアレルギーの有無や原因、エピペン処方の有
無、アナフィラキシーショックの有無等の調査を行う。
※自己注射が可能なエピペン（エピネフリン別名アドレナリン）を処方されている生徒がいる場合
　（１）アレルギー緊急対応の生徒については、主治医の連絡先と、エピペン量等、緊急時の対処をまと
めておくと共に、当該生徒を全職員に周知する。
　（２）アナフィラキシーショックが疑われる場合、下記の手順にて、主治医に連絡・救急車の要請・エピ
ペンの注射等の緊急処置を行う。
　　エピペンが処方されている生徒がアナフィラシキ－ショックを起こした場合、短時間に重篤な状態に
陥ることがある

　〔意識あり　レベル２〕
　　顔色不良、息苦しさ
　　咳込み、飲み込みづらさ
　　口や喉の腫れ

・発作時刻の確認
・その場で対応
・エピペン準備、投与
・症状の観察
・主治医と保護者に連絡
※１１９番　救急車要請

〔意識なし　レベル３〕
　　意識障害

・大声で応援を呼ぶ
・発作時刻の確認
・１１９番　救急車要請
・その場で対応
・AED準備
・エピペン準備、投与
・主治医と保護者に連絡
※呼吸停止→心肺蘇生措置

　〔意識あり　レベル１〕
　　発疹やかゆみ

・発作時刻の確認
・本人の判断で内服薬服用
・保健室へ移動
・保護者に連絡
・食事内容等情報収集
・「症状チェックシート」で
　5分ごとに評価

救急車要請の行動
職員A…救急車誘導
職員B…現場へ
職員C…救急車に同乗

クラス担任の行動
保護者に連絡
・状況
・エピペン投与
・搬送先

職員の動き

アナフィラキシー（激しいアレルギー症状）の

反応を確認
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★体調に変化を感じたら、速やかに屋内に入って安静にする。
★症状が回復しないときは、医師の診断を受ける。

　１５　《大気汚染注意警報発令における対応マニュアル》

朝～終礼まで

①体育科職員へ連絡
②その他の教職員に連絡

放課後

①校内の部活動顧問に連絡
②校外において活動の教職員に連絡

〇ぜん息などの呼吸疾患やアレルギー体質などの人はできるだけ外出しない。
〇屋外に面した窓は閉める。
〇不要不急の外出はできるだけ避ける。

屋内

屋外
〇屋外での激しい運動は避け、できるだけ屋内で過ごす。
〇目や喉に異常を感じたら、目を洗ったり、うがいをする。

体調の変化を確認

光化学オキシダント、PM2.5等の注意警報発令

大分県教育庁体育保健課

管理職（教頭から連絡）
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指示 指示
報告 報告

付添 搬送

付添者は逐次状況報告

急行
報道機関への対応
・窓口の一本化

その他必要な対応

状
況
報
告

指
示
・
指
導

警察への連絡対応
・協力要請等

・冷静に

教育委員会への連絡
・逐次速やかに

・共通理解

（具体的な行動）
・負傷者の状況確認（意識、心拍、呼吸、出血
等）
・協力者の要請
・管理職、保健室に連絡

※救急要請の判断基準例
　呼吸停止、心拍停止、
　脳や脊髄の損傷の疑い、
　大量出血、骨の変形、ショック症状等

　１６　《水泳事故対応マニュアル》

生徒への指導等

保護者への連絡
・迅速、丁寧、誠意

学校医への連絡
・助言協力要請

教職員への対応

水泳事故発生

発見者

負傷者の状況確認

指導者による応急手当

近くの教職員または生徒等

養護教
校長

教頭
教職員

警察や救急車の出動

要請（１１０）（１１９）

医療機関

処 置

教

育

委

員

会

保

護

者

学

校

医
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日常点検チェックリスト

【記入について】 【安全点検の方法】

異常なし 〇 （ア）目視（目で見て確認）

（イ）触診（触って確認）

（ウ）打音（木槌やハンマーで叩いて確認

異常あり A：自校で修理 （エ）振動（揺すってみてぐらつき等を確認

B：業者に修理依頼 （オ）作動（スムーズに動くかを作動させて確認

C：適切でない

№ 確認

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

適切出ない箇所の対応予定

その他

水温は活動するのに適切であるか。 水温　　　　　℃

水質

水温

排（環）水口蓋は、ボルト・ネジ等で固定されているか。

シャワー・洗眼設備等は良好に整備されているか。

水質・水量は適切に管理されているか。

排（環）水口

浄化装置・薬品注入装置が正常に作動するか。塩素濃度

周囲
　

出入口等

プールサイド

付帯設備

備品

薬品の保管場所は施錠されているか。

機械室は、必要時以外は施錠されているか。

周りの棚や扉、鍵等の破損はないか。

プールサイドのタイル等に怪我を引き起こすような破損はないか。

生徒に危害を及ぼす異物等が放置されてないか。

コースロープ

プール内

出入口は、使用時以外は施錠されているか。

コースロープに怪我を引き起こすような破損はないか。

プール内に異物や危険物が浮いていないか。

更衣室やトイレは衛生的かつ安全に整備されているか。

プ　ー　ル　日　常　点　検　チ　ェ　ッ　ク　リ　ス　ト

点検日　令和　　年　　　月　　　日　（　　）　　　　時　　　　分　　　　　点検者氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

点検箇所等 点　検　内　容 点検方法
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１７．生徒の安全を確保した清掃 

～ 危険箇所の清掃マニュアル ～ 

清掃監督にあたる職員は、生徒の安全確保を第一に考え、事故防止に十分留意して

監督業務を行ってください。下記の清掃区域については、特に危険度が高い区域のた

め、細心の注意を払って要領に従って清掃指導をしてください。 
 
１ 高所の清掃 

  ★絶対にしてはいけない 

 

２ 窓の清掃 

① 外側 ★原則として行わない。（安全が確保される場合を除く） 

安全が確保される場合の例 

・両足が床についており身体の重心が窓の内側にある。 

・柄付きモップ等で窓から手、腕のみを出して拭く。 

 

★絶対にしてはいけないこと。 

・窓のさんに上がる。 

・窓から身を乗り出し、身体の重心を窓の外に出す。 

  ・窓を開けた状態でロッカーに上がる。 

 

② 内側 ☆窓を閉めて行う。 

★手の届かない部分は、柄付きモップ等の道具を使用するなど安全が確保される範囲 

で行い、ロッカー、椅子、窓の桟等に上って行わない。 

 

３ ベランダ・非常階段の清掃 

☆原則として、掃くのみ 

※ベランダからの窓ふきについても、手の届かない部分については、柄付きモップ等の道具を 

使用するなど安全が確保される範囲でおこない、椅子等に上って行わない。 

 

４ 階段の清掃 

   ★上段から下を向いた状態で行わない。（頭から転落する危険防止） 

 

５ 屋外の清掃 

★毛虫や蜂等がいる場合は、近づかない。 

★カマ等の道具を使用する場合は、周囲との間隔を十分にとる。 

★雄城坂では、車両の通行に気をつける。 

39



１８　Jアラート（全国瞬時警報システム）発令時の対応

～弾道ミサイル発射情報時～

弾道ミサイルは、発射からわずか１０分もしないうちに到達する可能性があります。ミサイルが日本
に落下する可能性がある場合は、国からの緊急情報を瞬時に伝える「Jアラート」を活用して、でき
るだけ速く適切な行動を取ることが必要です。

　　　　　　　　（例）「ミサイルが落下する可能性があります。直ちに避難してください」

《具体的行動》

弾道ミサイル発射

Jアラート情報受信

落ち着いて行動す

屋外にいる場合（グラウンド等）

〇建物等がある場合
できるだけ頑丈な建物（校舎）や地下に避難する。

（地下街や地下駅舎などの地下施設等）

〇建物等がない場合
物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る。

※口と鼻をハンカチで覆い、現場から直ちに離れ、密閉

屋内にいる場合

校舎内にいる場合は、窓から離れ、机の下等に隠れ頭部

を守る。（窓の近くには、近づかない）
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⑥管理職・生徒指導課長・学年主任・クラス担任に報告

（２）交通事故発生の連絡を受けた職員の対応

事故の被害者となった場合

①自分の負傷や自転車等の破損の状況確認

②警察（１１０番）に通報【携帯電話使用】

③事故の相手の氏名・住所・連絡先を確認（車両ナンバーを控える）

④保護者・学校に連絡【携帯電話使用】

⑤病院で診察（診断・治療）

事故の加害者となった場合

①負傷者の救護（怪我の程度により１１９番通報）【携帯電話使用】

②事故車両等を安全な場所に移動

③警察（１１０番）に通報（事故報告）【携帯電話使用】

④事故の相手の氏名・住所・連絡先を確認（自分の氏名・連絡先を伝える）

⑤保護者・学校に連絡【携帯電話使用】

④保護者に連絡したかを確認（いずれでも保護者に連絡）

⑤（状況により）職員が現場に行くことお連絡

（１）交通事故発生時の生徒の対処

　１９　《交通事故発生時の対応マニュアル》

①クラス・氏名・怪我の有無。事故の時間・場所・状況等を確認（状況により１１９番通報指示）

②警察（１１０番）に通報したかを確認（未通報であれば通報を連絡）

③事故の相手の氏名・住所･連絡先等を聞いたかを確認
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自転車通学生の通学路に関する連絡（登校時）

×

×

×× 通行禁止
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自転車通学生の通学路に関する連絡（下校時）

帰りは、セブンイレブン前かゴリラの看板先の

ゴリラ看板

セブンイレブン

横断歩道

横断歩道
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裏坂駐輪場利用者　横断・通行禁止箇所について

横断禁止

裏坂駐輪場

×

横断禁止

通行禁止

×

●
通行禁止

至裏坂駐輪場
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　２０　《参集基準》

45



　２１　《大規模災害発生時の初動対応マニュアル》
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